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台東区民憲章 

      あしたへ 

 

江戸の昔、「花の雲 鐘は上野か 浅草か」と詠まれたわたくしたちのまち台東

区には、磨き抜かれた匠の技や気さくで人情あふれる暮らしが、今もあちらこちら

に息づいています。 

わたくしたちは、先人が築いてきた文化や環境を大切にして、伸びゆく住みよい

まちを目指し、この憲章を定めます。 

 

 

たからものを うけつぎ こころゆたかな まちにします 

 

おもてなしの えがおで  にぎやかな まちにします 

 

おもいやり ささえあい あたたかな まちにします 

 

みどりを いつくしみ さわやかな まちにします 

 

いきがいを はぐくんで すこやかな まちにします 

 

            （平成十八年十二月十四日 告示 第六百八十八号） 
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第１章 計画策定の目的 

 

１ 計画の目的                                  

 

  国は、少子高齢化の進行に伴う人口減少社会を迎える中、社会保障給付費の増大に伴

い、今後財政がますます厳しくなるとともに、公共施設等の利用需要が変化していくも

のと予想しています。 

また、日本の道路、橋梁等のインフラ施設は、高度経済成長期以降に集中的に整備さ

れています。そのため、道路橋を例にとると建設後 50 年以上経過する割合は、平成 25

（2013）年から平成 45（2033）年の 20 年間で約 16％から約 65％へと増加し、急速に

老朽化を迎えることとなるなど、国・地方公共団体ともに公共施設の老朽化対策が大き

な課題となっています。 

  国においては、こうした状況を踏まえ、平成 25（2013）年 11 月に「インフラ長寿命 

化基本計画」を策定し、老朽化対策への取組みを始めました。この計画を受けて、平成 

26（2014）年 4 月には、総務省から地方公共団体に対し、国の動きと歩調を合わせて、 

総合的・中長期的な施設等の管理計画の策定に取り組むよう要請がありました。 

  上記要請を受けて、本区ではまず、公共施設の利用状況や管理運営経費等の基本的な

情報の現況を取りまとめるとともに、区を取り巻く環境の現状・将来予測を踏まえた今

後の施設整備に関する基本的な考え方を定めた「台東区施設白書（以下「施設白書」と

いう。）」を、平成 26（2014）年 7 月に策定しました。 

次いで、平成 28（2016）年 3 月には、施設の予防保全型管理の推進と、計画的な施設

更新を実現するための進め方等を示した「台東区公共施設保全計画（以下「保全計画」

という。）」を策定しました。 

区の限られた財源を有効に活用し、必要な公共サービスを、将来に渡り区民に提供し

続けるため、道路・公園等も含めた公共施設等を総合的・計画的に管理する必要がある

ことから、このたび「台東区公共施設等総合管理計画」を策定しました。 
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インフラ長寿命化基本計画
（基本計画）

公共施設等総合管理計画

【国】

【地方自治体】

台東区基本構想

台東区長期総合計画

台東区施設白書

（平成26年度策定）

台東区施設白書
（道路・公園編）

（平成28年度策定）

台東区公共施設保全計画
（平成27年度策定）

台東区公共施設等総合管理計画
（平成28年度策定）

（行動計画）

（個別施設計画）

河 川

道 路

台東区公園施設長寿命化計画
（平成24年度策定）

建築物

その他インフラ施設の個別計画
（今後策定予定）

（仮）台東区橋梁長寿命化修繕計画
（平成29年度策定予定）

２ 計画の位置付け                                

 

  本計画は、国が平成 25（2013）年 11 月に策定した「インフラ長寿命化基本計画」の

行動計画として、平成 26（2014）年 4 月の総務省からの策定要請（平成 26 年 4 月 22

日付総務大臣通知）を受けて、本区が策定する「台東区公共施設等総合管理計画」です。 

  計画の公共施設に該当する記載部分は、平成 26（2014）年 7 月に策定した「施設白書」

及び平成 28（2016）年 3 月に策定した「保全計画」から、インフラ施設（※１）に該当

する記載部分は、今年度策定した「台東区施設白書（道路・公園編）（以下「施設白書（道

路・公園編）」という。）」に基づき構成しています。 

  また、公園施設については、平成 24（2012）年度に「台東区公園施設長寿命化計画」

を策定しており、平成 29（2017）年度には、橋梁に関する個別計画にあたる「（仮称）

台東区橋梁長寿命化修繕計画」を策定する予定です。その他のインフラ施設に関する個

別計画についても、今後策定していく予定です。 

 

【図表 1-1】 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 本計画におけるインフラ施設とは、道路、河川、公園・児童遊園、自動車駐車場、公衆トイレ、 

管理通路・公共溝渠のことをいう。 

＜資料＞総務省「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」より作成 
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イ

ン

フ

ラ

施

設

台東区
施設白書
（道路・
公園編）

公
共
施
設 台東区

公共施設
保全計画

台東区
施設白書

平成
37年度

平成
38年度

平成
39年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

平成
31年度

平成
32年度

平成
33年度

平成
34年度

平成
35年度

平成
36年度

平成
26年度

平成
27年度

台東区
公共施設等
総合管理計画

台東区公共施設等総合管理計画
（平成29年度～38年度）

中期保全計画 １期目
（平成27年度～36年度）

2期目
（平成37年度～）

第１期 実施計画
（平成27年度～31年度）

第2期 実施計画
（平成32年度～36年度）

第3期 実施計画
（平成37年度～）

策
定

策
定

策
定

策
定

３ 計画期間                                   

 

  本計画の計画期間は、平成 29（2017）年度から平成 38（2026）年度の 10 年間とし

ます。 

なお、計画期間内においても、社会経済状況等の著しい変化があった場合は、必要に

応じて見直しを行うものとします。 

 

 

【図表 1-2】 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜資料＞台東区調べ 
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283,324

153,918

198,073

第２章 本区の状況 

 

１ 人口動向                                   

 

（１）総人口の推移 

  平成 28（2016）年 4 月 1 日時点の住民基本台帳に基づく本区の人口は、192,510 人と

なっています。また、総務省の「国勢調査」による本区の人口は、平成 7（1995）年か

ら平成 12（2000）年にかけては、人口の都心回帰を受けて、約 40 年ぶりに増加に転じ

ました。以降、一貫して増加傾向で推移を続けており、平成 27（2015）年の最新値は、

198,073 人となっています。 

 

【図表2-1】 総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）将来人口推計 （「台東区人口ビジョン・総合戦略」より引用） 

   本区の人口は、今後も緩やかに転入超過傾向が継続し、増加幅は徐々に減少しつ 

つも、平成 57(2045)年にピークを迎えるまで、社会増を要因とする緩やかな増加が 

続きます。その後においても、急激な人口減少を迎えることなく、人口は安定的に 

推移します。年齢 3 区分別人口の推移を見ると、0～14 歳の人口（年少人口）及び 

15～64 歳の人口（生産年齢人口）は一旦増加した後に、減少傾向に転じますが、平 

成 72(2060)年における規模は現在とほぼ同水準となります。65 歳以上の人口（老年 

人口）は、いったん減少するものの、その後増加を続けます。各年齢区分別人口の 

比率の推移が示すとおり、本区において、少子高齢化は急速に進むことなく、緩や 

かに進行していきます。 

 

＜資料＞総務省「国勢調査」より作成 
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＜参考＞ 推計方法の概要 

     ■推計期間 ：平成 27(2015)年から平成 72(2060)年まで、5 年間隔で 45 年間 

     ■基礎資料 ：平成 27(2015)年 4 月 1 日時点の住民基本台帳を基礎資料とした、男女・5 歳 

階級別人口 

       ■推計方法 ：日本人の人口…コーホート要因法  外国人の人口…コーホート変化率法 

 

 

【図表 2-2】 台東区の推計人口の総数の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 2-3】 推計人口の年齢区分人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料＞台東区「台東区人口ビジョン・総合戦略」より作成 

＜資料＞台東区「台東区人口ビジョン・総合戦略」より作成 

（年少人口） （生産年齢人口） （老年人口） 
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（単位：億円）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

特別区税 174 182 195 186 176 179 177 189 197 205

特別区交付金 313 327 335 297 268 282 296 282 301 304

その他の一般財源 68 54 48 46 47 47 46 49 54 75

一般財源　計 555 563 578 529 491 508 519 520 552 584

国庫・都支出金 191 184 191 255 243 265 262 273 277 280

その他の特定財源 120 131 171 165 169 141 169 126 139 134

特定財源　計 311 315 362 420 412 406 431 399 416 414

0
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1,000
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（億円）
歳入決算の推移

国庫・都支出金 その他の特定財源 特別区税

特別区交付金 その他の一般財源 一般財源の合計額

２ 財政動向                                   

 

（１）歳入決算の状況 

特別区民税をはじめとする特別区税や都区財政調整制度に基づく特別区交付金など 

を「一般財源」といいます。使途に制約がないため、一般財源の収入が多い場合は、区

の独自の施策に活用することが可能となります。 

歳入決算における一般財源の額は、平成 20（2008）年度に 578 億円まで増加しまし

たが、平成 21（2009）年度以降の急激な景気の低迷により、平成 22（2010）年度は

491 億円となり、平成 20（2008）年度に比べて 87 億円減少しました。その後、徐々に

回復傾向となり、平成 27（2015）年度は 584 億円と、平成 20（2008）年度の水準ま

で回復しています。 

 

【図表 2-4】 歳入決算の内訳の推移 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 2-5】 歳入決算の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料＞台東区「台東区財政の現況」より作成 

＜資料＞台東区「台東区財政の現況」より作成 
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（億円） 歳出決算の推移

普通建設事業費 繰出金 その他の経費

人件費 扶助費 公債費

義務的経費の合計額

（単位：億円）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

人件費 168 167 161 159 159 161 159 155 160 160

扶助費 232 236 246 268 297 314 321 324 329 341

公債費 52 50 49 44 42 38 34 33 35 27

義務的経費　計 452 453 456 471 498 513 514 512 524 528

普通建設事業費 43 43 86 88 46 56 55 57 82 62

繰出金 95 100 103 82 104 85 92 84 81 85

その他の経費 251 256 253 263 224 226 257 223 237 283

歳出決算　合計 841 852 898 904 872 880 918 876 924 958

（２）歳出決算の状況 

  職員給与等の人件費、特別区債の元利償還金である公債費、生活保護などの給付費で 

ある扶助費を「義務的経費」といい、任意に削減することができないため、この支出が 

多い場合には、財政上の制約が大きくなります。 

義務的経費のうち、人件費は横ばい傾向、公債費は減少傾向ですが、扶助費は、障害 

者施策、子育て支援施策、低所得者の支援施策などを中心に増加傾向にあります。公共 

施設の建設、道路・公園の改良経費などである「普通建設事業費」は、大規模な事業が 

実施された年度には、80 億円台まで大きく増加しています。国民健康保険事業や介護保 

険事業などへの支出である「繰出金」は、毎年度 90 億円程度となっています。 

 

【図表 2-6】 歳出決算の内訳の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 2-7】 歳出決算の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料＞台東区「台東区財政の現況」より作成 

＜資料＞台東区「台東区財政の現況」より作成 



8 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

基金積立・取崩し（億円）基金残高 （億円）

積立基金残高の推移

財政調整基金 減債基金 その他特定目的基金

基金積立 基金取崩し

（単位：億円）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

財政調整基金 59 78 98 98 96 97 89 90 91 95

減債基金 44 45 45 45 45 46 46 39 39 55

その他特定目的基金 172 188 194 197 176 165 166 183 200 239

公共施設建設基金 114 129 135 136 127 120 113 127 142 174

都市整備基金 15 15 15 16 10 10 11 11 11 11

その他の基金 43 44 44 45 39 35 42 45 47 54

275 311 337 340 317 308 301 312 330 389

基金取崩し 0 0 0 0 25 14 27 8 0 0

基金積立 35 36 27 3 3 4 20 18 18 59

基金残高　合計

（３）基金の状況 

  積立基金は、比較的税収の好調な時期に積立てておき、その後の景気の低迷による税

収の減少や、大規模な公共施設の建設、都市整備事業、災害対策などに備えるものです。 

平成 22（2010）年度から平成 24（2012）年度は、景気低迷に伴う特別区民税や特別区

交付金の減収による財源不足を補うため、取崩額が積立額を上回り、基金残高が 301 億

円まで減少しました。 

平成 25（2013）年度以降は、景気回復などを背景に、積立額が取崩額を上回っていま

す。積立基金には、使途を限定しない「財政調整基金」、特別区債の元利償還金を使途と

する「減債基金」、小中学校など公共施設の建設を使途とする「公共施設建設基金」、ま

ちづくりなど都市整備事業を使途とする「都市整備基金」などがあります。 

 

【図表 2-8】 積立基金残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 2-9】 積立基金残高の推移 
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（単位：億円）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

発行額 13 12 42 28 0 0 14 10 21 8

（単位：億円）

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

326 292 277 260 224 191 176 156 144 128

62 63 72 76 70 62 47 42 44 34

388 355 349 336 294 253 223 198 188 162

59 56 56 50 50 47 50 39 34 37

特別区債残高　合計

介護サービス事業等
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元利償還金

（４）特別区債残高の推移 

  特別区債は、一時に多額の経費を要する公共施設の建設などの財源とするため発行す 

るもので、期間を定めて国、金融機関等から借入れ、翌年度以降に償還します。これに

より、世代間の負担の均衡や財政負担の年度間調整を図っています。 

しかし、特別区債発行後に発生する元利償還金は、その後の財政上の負担となるため、 

多額の特別区債の発行には注意を要します。平成 18（2006）年度以降の主な発行実績と 

しては、台東病院及び老人保健施設千束の整備のために 61 億円、旧東京北部小包集中局 

跡地の用地取得のために 20 億円を発行しました。過去に発行した特別区債の償還の進捗 

により特別区債の残高は年々減少しており、平成 27（2015）年度の残高は平成 18（2006） 

年度に比べて約６割の減となっています。これに伴い、毎年度の元利償還金も減少して 

います。 

 

【図表 2-10】 特別区債発行額の推移 

 

 

 

 

【図表 2-11】 特別区債残高と元利償還金の推移 

 

 

 

 

 

 

【図表 2-12】 特別区債残高と元利償還金の推移 
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大分類 棟番号 主たる施設名 併設施設１ 併設施設２ 併設施設３ 併設施設４ 併設施設５ 併設施設６ 併設施設７

1 台東区民会館 4,832.39 ㎡

2 寿区民館 南部区民事務所 1,550.19 ㎡

3 馬道区民館 北部区民事務所 525.56 ㎡

4 清川区民館 北部区民事務所清川分室 601.58 ㎡

5 東上野区民館 東上野地区センター 1,116.60 ㎡

6 上野区民館 上野地区センター 1,324.02 ㎡

7 入谷区民館 入谷地区センター 624.39 ㎡

8 浅草橋区民館 中央図書館浅草橋分室 浅草橋地区センター 2,299.54 ㎡

9 雷門区民館 雷門地区センター 720.02 ㎡

10 谷中区民館 中央図書館谷中分室 西部区民事務所谷中分室 谷中児童館 谷中こどもクラブ 2,365.98 ㎡

11 金杉区民館下谷分館 シルバーピアしたや 1,856.94 ㎡

12 台東一丁目区民館 台東地区センター 台東子ども家庭支援センター 特別養護老人ホーム台東 たいとう高齢者在宅サービスセンター たいとう地域包括支援センター たいとう寮 防災用台東職員住宅 9,696.36 ㎡

13 上野小学校 清島幼稚園 社会教育センター 清島温水プール 9,734.00 ㎡

14 平成小学校 竹町幼稚園 4,724.00 ㎡

15 根岸小学校 根岸幼稚園 7,034.00 ㎡

16 東泉小学校 東泉こどもクラブ 4,675.54 ㎡

17 忍岡小学校 3,602.00 ㎡

18 谷中小学校 台桜幼稚園 5,848.00 ㎡

19 金曽木小学校 4,400.00 ㎡

20 黒門小学校 4,516.00 ㎡

21 大正小学校 大正幼稚園 7,293.00 ㎡

22 浅草小学校 浅草こどもクラブ 4,862.93 ㎡

23 台東育英小学校 育英幼稚園 4,449.00 ㎡

24 蔵前小学校 4,671.00 ㎡

25 東浅草小学校 東浅草こどもクラブ 東浅草なかよし図書館 3,841.30 ㎡

26 富士小学校 富士幼稚園 富士こどもクラブ 5,813.00 ㎡

27 松葉小学校 松葉こどもクラブ 4,655.70 ㎡

28 千束小学校 千束幼稚園 千束小学校こどもクラブ 千束社会教育館 6,338.60 ㎡

29 石浜小学校 6,788.00 ㎡

30 田原小学校 田原幼稚園 5,016.00 ㎡

31 金竜小学校 金竜幼稚園 5,186.00 ㎡

32 御徒町台東中学校 4,453.00 ㎡

33 柏葉中学校 西部区民事務所 金杉区民館 台東こども園 下谷こどもクラブ 9,935.28 ㎡

34 上野中学校 5,293.00 ㎡

35 忍岡中学校 5,433.00 ㎡

36 浅草中学校 7,378.00 ㎡

37 桜橋中学校 4,741.00 ㎡

38 駒形中学校 北上野こどもクラブ 5,904.01 ㎡

39 坂本保育園 1,179.35 ㎡

40 玉姫保育園 玉姫児童館 玉姫こどもクラブ 1,071.01 ㎡

41 谷中保育園 559.72 ㎡

42 千束保育園 千束児童館 千束こどもクラブ 1,187.66 ㎡

43 浅草橋保育園 963.63 ㎡

44 台東保育園 台東児童館 台東職員寮 1,583.65 ㎡

総延床面積
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設

第３章 公共施設等の現状 

１ 公共施設の現状                                

 

（１）施設分類別保有状況 

区民が利用する施設や、職員が区民サービスを提供するために使用している公共施設 

 を対象とすることを基本とし、保全計画で対象とした 103 棟を以下に記載しています。 

 なお、103 棟は、施設白書での現況施設から、大規模改修を想定しない自転車駐車場 

や木造建築物、延床面積が 100 ㎡未満の施設、改築を予定していない文化財施設、本格 

活用が未定な施設や解体予定の施設を除くとともに、新設施設を追加しています。 

（平成 28（2016）年 4 月 1 日現在） 

 

 

【図表 3-1】 公共施設建物一覧（棟別） 
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大分類 棟番号 主たる施設名 併設施設１ 併設施設２ 併設施設３ 併設施設４ 併設施設５ 併設施設６ 併設施設７

45 待乳保育園 今戸社会教育館 1,459.88 ㎡

46 松が谷保育園 松が谷児童館 松が谷こどもクラブ 1,359.89 ㎡

47 池之端児童館 池之端こどもクラブ 674.73 ㎡

48 今戸児童館 今戸こどもクラブ 726.02 ㎡

49 寿児童館 寿こどもクラブ 寿第２こどもクラブ 1,202.30 ㎡

50 金竜こどもクラブ 162.37 ㎡

51 竹町こどもクラブ 204.00 ㎡

52 石浜橋場こども園（石浜幼稚園） 石浜図書館 1,759.52 ㎡

53 石浜橋場こども園（橋場保育園） 橋場こどもクラブ 母子生活支援施設さくら荘 1,298.40 ㎡

54 こどぶきこども園 寿子ども家庭支援センター 2,446.65 ㎡

55 シルバーピアかっぱ橋 195.88 ㎡

56 シルバーピア西浅草 204.98 ㎡

57 入谷老人福祉館 341.24 ㎡

58 三筋老人福祉館 三筋保育園 1,111.74 ㎡

59 老人福祉センター 東上野保育園 うえの高齢者在宅サービスセンター 2,461.58 ㎡

60 特別養護老人ホーム浅草 あさくさ高齢者在宅ＳＣ あさくさ地域包括支援センター 4,588.35 ㎡

61 特別養護老人ホーム谷中 やなか高齢者在宅ＳＣ やなか地域包括支援センター 2,794.36 ㎡

62 特別養護老人ホーム三ノ輪 みのわ高齢者在宅ＳＣ みのわ地域包括支援センター シルバーピアみのわ たいとう福祉作業所 三ノ輪口腔ケアセンター 脳卒中等中途障害者作業所 8,149.41 ㎡

63 特別養護老人ホーム蔵前 くらまえ高齢者在宅ＳＣ 3,937.96 ㎡

64 くらまえ地域包括支援センター 235.35 ㎡

65 シルバー人材センター 小島社会教育館 1,843.55 ㎡

66 ケアハウス松が谷 まつがや高齢者在宅ＳＣ まつがや地域包括支援センター 4,671.32 ㎡

67 松が谷福祉会館 2,904.79 ㎡

68 つばさ福祉工房 1,214.33 ㎡

69 たいとう第二福祉作業所 338.32 ㎡

70 たいとう第三福祉作業所 元浅寮 519.87 ㎡

71 たいとう第四福祉作業所 395.64 ㎡

72 ほおずきの家 180.51 ㎡

73 生涯学習センター 男女平等推進プラザ 中央図書館 教育支援館 18,146.69 ㎡

74 根岸図書館 根岸社会教育館 1,255.83 ㎡

75 下町風俗資料館 1,071.16 ㎡

76 一葉記念館 861.04 ㎡

77 書道博物館本館 247.93 ㎡

78 書道博物館（中村不折記念館） 764.83 ㎡

79 浅草公会堂 12,185.69 ㎡

80 台東リバーサイドスポーツセンター体育館 11,939.34 ㎡

81 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場 3,073.00 ㎡

82 柳北スポーツプラザ 浅草橋こどもクラブ 2,535.75 ㎡

83 たなかスポーツプラザ 日本堤子ども家庭支援センター たなかデイホーム たなか舞台芸術スタジオ 5,106.79 ㎡

84 少年自然の家　霧が峰学園 7,236.70 ㎡

85 台東保健所 東上野乳児保育園 すこやかとしょしつ 上野健康増進センター 7,358.33 ㎡

86 検査センター 815.21 ㎡

87 浅草保健相談センター 3,090.17 ㎡

88 千束健康増進センター 特別養護老人ホーム千束 せんぞくデイホーム 身体障害者生活ホームフロム千束 防災用千束職員住宅 つばさ放課後クラブ 5,909.44 ㎡

89 産業研修センター 橋場老人福祉館 2,477.45 ㎡

90 江戸下町伝統工芸館 373.49 ㎡

91 中小企業振興センター 台東デザイナーズビレッジ 3,096.41 ㎡

92 浅草文化観光センター 2,159.52 ㎡

93 環境ふれあい館ひまわり くらまえオレンジ図書館 2,684.38 ㎡

94 台東清掃事務所 1,330.62 ㎡

95 台東清掃事務所北上野分室 819.84 ㎡

96 本庁舎 24,352.88 ㎡

97 公園管理事務所 159.22 ㎡

98 上野職員寮 185.26 ㎡

99 防災用根岸職員住宅 2,844.10 ㎡

100 台東区社会福祉事業団竜泉職員待機宿舎 494.58 ㎡

101 社会福祉協議会・芸術文化財団 1,245.22 ㎡

102 台東病院 老人保健施設千束 17,328.60 ㎡

103 旧竜泉中学校 竜泉こどもクラブ 5,763.88 ㎡

㎡
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＜資料＞台東区調べ 

（注 12） 

（注 13） 

（注 15） 

（注 16） 

（注 1）～（注 15）保全計画の 4 ページ「1-6 計画対象施設」では以下の通り表記 

（1）南部区民事務所 （2）北部区民事務所 （3）北部区民事務所清川分室 （4）東上野地区センター （5）上野地区センター 

（6）入谷地区センター （7）浅草橋地区センター （8）雷門地区センター （9）谷中防災コミュニティセンター 

（10）台東複合施設 （11）柏葉中学校（西部区民事務所） （12）三筋保育園 （13）東上野保育園 （14）小島社会教育館 

（15）たなか多目的センター（16）千束保健福祉センター 

（注 14） 
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約６６％ 

（２）年度別整備状況 

本区が保有する公共施設の多くは、高度経済成長期に整備を進めてきました。 

特に昭和 45（1970）年度から平成 6（1994）年度までの 25 年間に公共施設全体の約 66％ 

が建設されています。 

 

 

 

 

【図表 3-2】 建築年別棟数および累計延床面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜資料＞台東区調べ 
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平成27年度 平成32年度 平成37年度 平成42年度 平成47年度

推計人口
192,510

200,864 207,630 210,222 211,734

　1人当たりの
施設保有量

1.95 1.87 1.81 1.78 1.77

平成52年度 平成57年度 平成62年度 平成67年度 平成72年度

推計人口 212,574 212,918 212,671 210,661 206,347

1人当たりの
施設保有量

1.76 1.76 1.76 1.78 1.82

（３）区民一人あたりの施設保有量 

平成 24（2012）年 1 月に、「国立社会保障・人口問題研究所」が発表した推計による 

と、日本全体の将来人口は、今後長期的な人口減少過程に入ることが予測されています。 

そのため、公共施設の更新時期が集中することも含め、今ある施設をそのまま維持する 

ことは困難であり、公共施設最適化に向けた取組みの必要性が高まっています。 

一方、本区における区民 1 人あたりの施設保有量（施設総延床面積／区の人口）は、 

平成 28（2016）年 4 月時点で、約 1.95 ㎡／人（374,940.24 ㎡／192,510 人）です。総 

務省が、平成 24（2012）年 3 月に公表した「公共施設及びインフラ資産の将来の更新費 

用の比較分析に関する調査結果」における、人口 1 人当たりの施設保有量の全国平均値 

は 3.22 ㎡／人（※２）となっており、本区の数値は、この結果を下回っています。 

4 ページの「人口動向」で記載したとおり、本区の人口が平成 57（2045）年に 212,918 

人となり、仮に現在の施設面積を維持した場合、平成 57（2045）年における区民 1 人あ 

たりの施設保有量は約 1.76 ㎡／人まで減少し、上記の総務省の調査結果である全国平均 

値 3.22 ㎡／人の約半分となります。 

 

 

 

 

  【図表 3-3】 推計人口と区民 1人当たりの施設保有量の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 本調査は、総務省が市区町村に調査協力を依頼し、回答があった 111 市区町村の取りまと 

めを行った結果 （平成 22（2010）年 3 月 31日現在における調査協力市区町村の人口 1,802 

万人の全国の人口に占める割合は 14.2％） 

 

＜資料＞台東区「台東区人口ビジョン・総合戦略」の推計人口より作成 

（確定値） （人） 

（人） 

（㎡） 

（㎡） 
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２ インフラ施設の現状                                

 

（１）施設分類別保有状況 

本区における、道路や橋梁、公園、駐車場等のインフラ施設 1,414 施設を以下に記載 

しています。（平成 28（2016）年 4 月 1 日現在） 

 

【図表 3-4】 インフラ施設一覧 

大 分 類 施設数 中 分 類 

１ 道路 1,216 

特別区道（1,196）、橋梁（5）、 

上野駅前歩行者専用道（2）、附属物（9）、 

街路灯（1）、街路樹・植樹帯（3） 

２ 河川 3 堤防（1）、樋管（1）、船着場（1） 

３ 公園・児童遊園 77 公園・児童遊園（76）、公園橋（1） 

４ 自動車駐車場 3 自動車駐車場（3） 

５ 公衆トイレ 26 公衆トイレ（26） 

６ 管理通路・公共溝渠 89 管理通路（67）、公共溝渠（22） 

合  計 １，４１４ 

 

 

■道路 

  中 分 類 施 設 名 規  模 

特別区道 台東区管内 1,783,725 ㎡ 

橋梁 凌雲橋歩道橋（南・上野駅側） 78.3ｍ 

凌雲橋歩道橋（北・鶯谷駅側） 63.0ｍ 

入谷歩道橋 12.5ｍ 

上野小学校前歩道橋 20.1ｍ 

上野パーキング前歩道橋 32.5ｍ 

上野駅前歩行者専用道 台東歩行者道 100.5ｍ 

台東区管理通路第 5 号線橋 18.2ｍ 

附属物 防護柵 27,859.0ｍ 

区画線 179,986.0ｍ 

交差点標示 2,630 箇所 

薄層カラー舗装 169 箇所 

ベンチ 45 基 

散水栓 110 箇所 

視覚障害者誘導施設 33,180.0ｍ 

道路反射鏡 762 基 

道路標識 660 基 
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中 分 類 施 設 名 規  模 

街路灯 街路灯 9,765 基 

街路樹・植樹帯 街路樹 2,714 本 

植樹帯 7,823.00 ㎡ 

植込地 1,414.00 ㎡ 

 

 

 

■河川 

中 分 類 施 設 名 規  模 

堤防 堤防（神田川左岸） 500.0ｍ 

樋管 神田川浅草橋樋管 1 箇所 

船着場 浅草東参道二天門防災船着場 1 箇所 

 

 

 

■公園・児童遊園 

中分類 施設名 規 模 施設名 規 模 

公
園
・
児
童
遊
園 

1 日本堤 3,142.68 ㎡ 22 上根岸 693.94 ㎡ 

2 柳北 2,981.66 ㎡ 23 入谷南 3,910.02 ㎡ 

3 東盛 3,777.17 ㎡ 24 大正 599.53 ㎡ 

4 千束 2,221.32 ㎡ 25 今戸 892.56 ㎡ 

5 西町 2,935.75 ㎡ 26 京橋 617.57 ㎡ 

6 石浜 2,972.46 ㎡ 27 橋場 797.80 ㎡ 

7 精華 2,887.63 ㎡ 28 吉原 1,584.33 ㎡ 

8 玉姫 3,503.60 ㎡ 29 妙亀塚 471.90 ㎡ 

9 山伏 1,460.88 ㎡ 30 花園 1,020.73 ㎡ 

10 松葉 2,972.34 ㎡ 31 根岸 399.59 ㎡ 

11 御徒町 3,312.24 ㎡ 32 谷中清水町 737.72 ㎡ 

12 金杉 1,678.51 ㎡ 33 岡倉天心記念 710.24 ㎡ 

13 小島 2,795.58 ㎡ 34 堤児童 375.78 ㎡ 

14 金竜 2,644.83 ㎡ 35 清川 719.00 ㎡ 

15 富士 2,406.31 ㎡ 36 隅田 107,154.70 ㎡ 

16 田原 1,797.51 ㎡ 37 天王寺 1,102.35 ㎡ 

17 一葉記念 340.00 ㎡ 38 弁天院 507.68 ㎡ 

18 花川戸 5,241.73 ㎡ 39 千草 456.64 ㎡ 

19 鶯谷 968.00 ㎡ 40 山谷堀 7,616.11 ㎡ 

20 竹町 3,731.93 ㎡ 41 西浅草川村 636.39 ㎡ 

21 待乳山聖天 2,723.96 ㎡ 42 松が谷 340.00 ㎡ 
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中分類 施設名 規 模 施設名 規 模 

公
園
・
児
童
遊
園 

43 菊屋橋 497.80 ㎡ 60 三筋 72.79 ㎡ 

44 金曽木 1,023.30 ㎡ 61 小島 337.88 ㎡ 

45 浅草橋 496.49 ㎡ 62 寿 117.43 ㎡ 

46 御蔵前 863.77 ㎡ 63 根岸二丁目 308.82 ㎡ 

47 済美 410.20 ㎡ 64 三筋二丁目 126.47 ㎡ 

48 松が谷梅園 445.45 ㎡ 65 小島二丁目 286.64 ㎡ 

49 吉野 555.28 ㎡ 66 竜泉 179.33 ㎡ 

50 秋葉原練塀 1,044.37 ㎡ 67 広徳 276.91 ㎡ 

51 谷中 587.15 ㎡ 68 寿三丁目 231.43 ㎡ 

52 初音 316.89 ㎡ 69 東上野 347.23 ㎡ 

53 三ノ輪 333.22 ㎡ 70 左衛門町 114.00 ㎡ 

54 新坂本 445.42 ㎡ 71 池之端 303.25 ㎡ 

55 北上野 630.00 ㎡ 72 中根岸 292.22 ㎡ 

56 清島 584.68 ㎡ 73 七倉 100.00 ㎡ 

57 黒門 187.00 ㎡ 74 芋坂 569.68 ㎡ 

58 竹町 91.80 ㎡ 75 駒形 504.08 ㎡ 

59 向柳原 104.18 ㎡ 76 蔵前 1,958.66 ㎡ 

 

 

 

中 分 類 施 設 名 規  模 

公園橋 桜橋 169.45ｍ 

 

 

 

■自動車駐車場 

中 分 類 施 設 名 規  模 

自動車駐車場 雷門地下駐車場 11,443.00 ㎡ 

上野中央通り地下駐車場 14,024.00 ㎡ 

上野駅前自動二輪車駐車場 782.00 ㎡ 
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■公衆トイレ 

中 分 類 施 設 名 規  模 

公衆トイレ 1 上野公園大黒天横公衆トイレ 6.66 ㎡ 

2 池之端弁天前公衆トイレ 10.10 ㎡ 

3 三ノ輪二丁目公衆トイレ 14.96 ㎡ 

4 寛永寺前公衆トイレ 15.30 ㎡ 

5 三ノ輪交番裏公衆トイレ 11.69 ㎡ 

6 台東一丁目公衆トイレ 6.56 ㎡ 

7 龍谷寺脇公衆トイレ 7.04 ㎡ 

8 西郷銅像下公衆トイレ 47.07 ㎡ 

9 不忍池西側公衆トイレ 8.60 ㎡ 

10 池之端二丁目公衆トイレ 8.94 ㎡ 

11 谷中墓地入口公衆トイレ 10.02 ㎡ 

12 北上野一丁目公衆トイレ 6.60 ㎡ 

13 柳橋二丁目交番裏公衆トイレ 10.23 ㎡ 

14 小島二丁目交番裏公衆トイレ 7.95 ㎡ 

15 下水ポンプ場脇公衆トイレ 14.84 ㎡ 

16 蔵前四丁目公衆トイレ 8.84 ㎡ 

17 田原町交番裏公衆トイレ 10.39 ㎡ 

18 厩橋際公衆トイレ 9.80 ㎡ 

19 千束一丁目公衆トイレ 14.97 ㎡ 

20 駒形橋際公衆トイレ 12.75 ㎡ 

21 仲見世 1 号公衆トイレ 4.13 ㎡ 

22 仲見世 2 号公衆トイレ 6.40 ㎡ 

23 仲見世 3 号公衆トイレ 13.20 ㎡ 

24 仲見世 4 号公衆トイレ 4.93 ㎡ 

25 木馬館前公衆トイレ 38.87 ㎡ 

26 清川二丁目公衆トイレ 13.50 ㎡ 

 

 

■管理通路・公共溝渠 

中 分 類 施 設 名 規  模 

管理通路 管理通路 3,783.0ｍ 

7,897.00 ㎡ 

67 路線 

公共溝渠 公共溝渠 1,934.0ｍ 

5,948.00 ㎡ 

22 路線 

 ＜資料＞台東区「施設白書（道路・公園編）」より作成 
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整備年度 施設数 施設数 構成比

昭和41年度～昭和45年度 5 45～49

昭和46年度～昭和50年度 1 40～44

昭和51年度～昭和55年度 12 35～39

昭和56年度～昭和60年度 19 30～34

昭和61年度～平成 ２年度 21 25～29

平成 ３年度～平成 ７年度 9 20～24

平成 ８年度～平成12年度 8 15～19

平成13年度～平成17年度 12 10～14

平成18年度～平成25年度 22 ５～９

        平成26年度～ 3 ０～４

計 112 112 100.0%

経過年数

40～49年 6 5.4%

30～39年 31 27.7%

20～29年 30 26.8%

10～19年 20 17.8%

～９年 25 22.3%

0

5

10

15

20

25

（２）年度別整備状況 

1,414 施設のうち、道路（橋梁以外）、河川、上野駅前自動二輪車駐車場、管理通路・ 

公共溝渠を除いた 112 施設の整備年度別個数は図表 3-5 のとおりです。 

 

【図表 3-5】整備年度別整備数（一覧表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 3-6】整備年度別施設数（グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料＞台東区「施設白書（道路・公園編）」より作成 

＜資料＞台東区「施設白書（道路・公園編）」より作成 

（施設数） 

（年度） 
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10年未満
8棟

（7.8%）

10～19年

8棟

（7.8%）

20～29年
28棟

（27.2%）

30～39年
29棟

（28.2%）

40～49年
22棟

（21.4%）

50年以上
8棟

（7.8%）

10～19年
8棟

（7.8%）

20～29年

8棟

（7.8%）

30～39年
28棟

（27.2%）

40～49年
29棟

（28.2%）

50年以上

30棟

（29.1%）

総施設数

103施設

総施設数

103施設

第４章 公共施設等の課題 

１ 公共施設の課題                                

 

（１）公共施設の経過年数 

施設を維持し続ける場合、その耐用年数に達するか、著しく老朽化した施設は、更新 

を行う必要があります。12 ページに記載した通り、本区は高度経済成長期に約 66％の 

施設を整備しており、その構造が同種であれば、更新も同じ時期に集中することとなり 

ます。 

10 ページから 11 ページ記載の公共施設のうち、老朽化の目安である築 30 年以上を経 

過している施設は、平成 28（2016）年 4 月 1 日現在 59 棟あり、全体の約 60％を占め 

ています。さらに、10 年後の平成 38（2026）年 4 月 1 日時点において、築 30 年以上 

を経過する施設は 87 棟に及び、全体の約 85％を占めることとなります。これらの施設 

が、今後大規模改修や改築の時期を迎えることから、多額の経費が必要となります。 

 

 

 

【図表 4-1】経過年数別棟数の割合            【図表 4-2】10 年後の 

経過年数別棟数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

築 30年以上 ：５７．３％ 

             （59 棟） 

築 30年以上 ：８４．５％ 

（87 棟） 

＜資料＞台東区調べ ＜資料＞台東区調べ 
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（２）公共施設の将来経費の試算 

（１）で記載した通り、本区が保有する施設は、今後、大規模改修や改築の時期を迎 

 えることとなります。それらの施設を将来に渡って維持し続けるには、費用がどの位必 

 要となるのか、「施設白書」において、試算を行いました。 

  なお、施設白書では、試算対象施設を 108 棟としています。 

 

 

①試算条件 

 ◆国が示す試算基準（「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書 

（財団法人 自治総合センター）」において提示されている公共施設の更新費用の 

試算方式）を参考に、以下のとおり試算条件を設定 

 

○期  間  

平成 27（2015）年度～平成 56（2044）年度 （30 年間） 

 

○更新周期  

●大規模改修 ：建築後 30 年 

    ●改   築 ：大規模改修後 30 年（建築後 60 年） 

     ※既に建築後 30 年、大規模改修後 30 年を経過している施設については、平成 

27（2015）年度にそれぞれ大規模改修・改築費用を計上 

    

○更新単価 

 

施設分類 大規模改修 改  築 

市民文化系、社会教育系、行政系等施設 25 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系等施設 20 万円/㎡ 36 万円/㎡ 

学校教育、子育て支援施設等 17 万円/㎡ 33 万円/㎡ 

公営住宅 17 万円/㎡ 28 万円/㎡ 

       ※実際の試算単価は、上記基本単価を基に、消費税率の引上げを加味して算出 

 

    ○算  式 

      更新単価 × 施設（棟全体）の延床面積 

       ※１ 棟全体の延床面積は、原則として、施設台帳上の数値を使用 

       ※２ 改築については、現在の延床面積・施設の機能を維持し、建て替えるものと仮定 

 

    ○備  考 

      本条件に基づく試算は、あくまで更新費用の全体的な傾向を把握するため 

     に行うものであり、実際の工事期間・費用とは異なるものである。 

 

 ＜資料＞台東区「施設白書」より引用 
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②試算結果 

    「施設白書」で試算対象とした 108 棟の更新費用には、平成 27 年（2015）度か 

ら平成 56（2044）年度までの 30 年間で、約 1,060 億円、年平均で約 35 億円が必 

要になるとの試算結果がでました。 

年度別の経費の傾向は、図表 4-3 のとおりで、建築年月や建築後の大規模改修工 

事の実施状況により、施設ごとに更新時期や工事内容が異なることから、年度間の 

更新費用に大きくバラつきが見られます。生涯学習センター等の大規模改修年度と 

なる平成 44（2032）年度や、リバーサイドスポーツセンター体育館の改築年度とな 

る平成 52（2040）年度にも、100 億円前後の費用が必要になると想定され、この試 

算どおりに施設の更新を進めようとした場合には、財政的に対応が困難となる可能 

性があります。 

 

 

 

 

【図表 4-3】 更新費用の将来推計結果（年度別経費の傾向） 
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10年未満

25施設

（22.3％）

10～19年

20施設

（17.9％）20～29年

30施設

（26.8％）

30～39年

31施設

（27.7％）

40～49年

6施設

（5.4％）

50年以上

0施設

総施設数

112施設

10年未満

0施設

10～19年

25施設

（22.3％）

20～29年

20施設

（17.9％）30～39年

30施設

（26.8％）

40～49年

31施設

（27.7％）

50年以上

6施設

（5.4％）

総施設数

112施設

２ インフラ施設の課題                                

 

（１）インフラ施設の経過年数 

14 ページから 17 ページで記載したインフラ施設のうち、道路は、路線全体では 

なく区間ごとに整備しているため、公園等の施設と分けて整理します。 

 

①道路  

交通量の違いにより、路線や区間ごとの、老朽化が異なり、また、工事規模に限度

があることから、損傷の著しい区間ごとに改修をしています。 

過去 30 年間に特別区道 1,196 路線のうち約 79％にあたる、939 路線の改修を行いま

した。 

なお、改修工事を実施していない路線についても、日常の維持修繕工事や応急工事

のほか、占用企業者によるライフラインの工事後の復旧などにより、道路としての機

能は維持されています。 

 

 

②公園等 

公園等 112 施設のうち、老朽化の目安である整備（改修）後 30 年以上を経過して

いる施設は、平成 28（2016）年 4 月 1 日現在 37 施設あり、全体の約 33％を占めて

います。さらに、10 年後の平成 38（2026）年 4 月 1 日時点において、築 30 年以上

を経過する施設は 67 施設に及び、全体の約 60％を占めることとなります。 

 

 

【図表 4-4】経過年数別施設数の割合       【図表 4-5】10 年後の 

経過年数別施設数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築 30年以上 ：３３．０％ 

             （37 施設） 

築 30年以上 ：５９．８％ 

（67 施設） 

＜資料＞台東区調べ ＜資料＞台東区調べ 
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（２）インフラ施設の将来経費の試算 

①試算条件 

（１）で記載したとおり、道路の維持管理や施設の老朽化が進んでいくことで、

経費は増大していきます。 

そこで、今後の経費の全体的な傾向を把握するため、「施設白書（道路・公園編）」

において、以下の条件に基づき、更新費用を試算しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆国が示す試算基準（「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書（財

団法人 自治総合センター）」において提示されている公共施設の更新費用の試

算方式）を参考に、区のこれまでの実績を勘案して試算条件を設定 

○期  間 

平成 29（2017）年度～平成 58（2046）年度 （30年間） 

 

○更新周期・更新単価・算式 

１ 道路(橋梁を除く) 

更新周期 改修 １５年 

更新単価 改修 5,400円/㎡ 

算式 

更新単価×年間更新面積 

※道路の総面積を舗装部分の更新(打換え)の耐用年数と仮定した１５

年で除した値を、１年間の舗装部分の更新面積と設定する。 

 

 

２ 道路(橋梁) 

更新周期 改築 ６０年 

更新単価 改築 50万円/㎡ 

算式 

更新単価×施設の面積 

※施設の面積は、対象橋梁の投影面積とする。 

※更新単価は、鋼橋の単価とする。 
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３ 公園・児童遊園 

更新周期 改築 ３０年 

更新単価 改築 公園 4万円/㎡、トイレ 150万円/㎡ 

算式 

更新単価×施設の面積 

※隅田公園ギャラリーの更新単価 25万円/㎡ 

※公園橋(桜橋)の更新単価 ２ 道路(橋梁)を準用する。 

 

４ 自動車駐車場 

更新周期 大規模改修 １５年 

更新単価 大規模改修 自走式 15,000円/㎡、機械式 4万円/㎡ 

算式 

更新単価×施設の延床面積 

※自走式(雷門地下駐車場)、機械式(上野中央通り地下駐車場) 

※躯体の更新費用は、算定しない。 

 

５ 公衆トイレ 

更新周期 
大規模改修 ３０年 

改築 ６０年 

更新単価 
大規模改修 100万円/㎡ 

改築 180万円/㎡ 

算式 更新単価×施設の延床面積 

 

６ 公共溝渠 

更新周期 改修 １５年 

更新単価 改修 5,400円/㎡ 

算式 
更新単価×年間更新面積 

※ 道路(橋梁を除く)を準用する。 

 

 ※既に大規模改修・改築の時期を経過している施設については、平成 29年度にそれぞれ 

  大規模改修・改築費用を計上する。 

 

 ○備  考 

本条件に基づく試算は、あくまで更新費用の全体的な傾向を把握するために

行うものであり、実際の工事時期・費用とは異なるものである。 

 

 
＜資料＞台東区「施設白書（道路・公園編）」より引用 
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②試算結果 

①の条件に基づき試算を行った結果、平成 29（2017）年度から平成 58（2046）

年 

度までの 30 年間で約 310 億円、年平均で約 10 億円の更新費用が必要になると想定

されます。 

初年度の平成 29（2017）年度には、試算条件に記載のとおり、既に更新時期を迎 

えていて、大規模改修・改築工事を行っていない施設の更新費用を計上しているため、

約 27 億円の費用が必要となります。 

また、隅田公園の改築年度となる平成 57（2045）年度には、約 50 億円の費用が

必要になると想定されます。 

 

 

【図表 4-6】 更新費用の将来推計結果（年度別経費の傾向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年平均 

約 10 億円 

＜資料＞台東区「施設白書（道路・公園編）」より作成 

（億円） 
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第５章 課題解決に向けた基本方針 

１ 公共施設整備における基本方針                         

 

（１）公共施設整備に向けた方向性 

第 4 章で記載した公共施設の課題を解決する方向性として、以下の 3 点を定めます。 

 

■ 施設の統廃合については、人口動向等を見据えて検討する 

■ 経費負担を抑えるため、既存施設をなるべく長く維持する 

■ 改築等の際は、他施設との複合化・多機能化を検討する 

 

国は、人口減少や公共施設の老朽化の課題に対応するため、全国の公共施設の更新・ 

統廃合等を計画的に行い、財政負担の平準化や公共施設等の最適な配置を実現すること 

を目指し、地方公共団体に本計画の策定を要請しました。 

しかし、4 ページ「人口動向」で記載した通り、本区の人口は、今後も緩やかな増加が 

続きます。このように、全国の傾向と異なり人口増加を続ける本区において、保有する 

施設の適正化を図るための統廃合は、人口動向や区民ニーズ等の状況を見据えて検討を 

していく必要があります。 

第 4 章で記載した通り、本区の公共施設は、今後老朽化が進行し、その更新には多額 

の費用が必要となります。そこで、既存施設をなるべく長く維持することで、更新時期 

を遅らせて、費用負担を抑えることを目指します。 

また、施設をなるべく長く維持させた上で、将来的な人口減少を見据えて、他施設と 

の複合化や多機能化を検討することとします。 

これらの 3 つの方向性を踏まえた、本区の公共施設整備の基本方針として 

 

【基本方針１】 予防保全型管理の推進と計画的な施設更新 

 

【基本方針２】 中長期的視点からの施設の再編 

 

の２つを掲げ、整備していきます。 

 

 

（２）【基本方針 1】 予防保全型管理の推進と計画的な施設更新 

①予防保全型管理によるライフサイクルコストの縮減 

 予防保全型の維持管理を推進し、維持管理経費の平準化を図りながら、ライフサ 

イクルコストの縮減に努めるとともに、施設・設備を常に良好な状態で維持し、安 

全性確保の徹底と長寿命化を図っていきます。 

これまでの施設保全は、所管ごとに短期的な計画に基づき実施しており、取組み 

にばらつきが見られたうえ、長期的な視点での修繕計画がないため、長期の財政負 

担の予測が困難な状況でした。また、施設の使用年数を設定していないため、無駄 
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な保全措置が行われる可能性もありました。 

そこで、将来の財政負担を予測して、全庁的に計画的な保全に取組むため、施 

設の個別計画にあたる「保全計画」を平成 28（2016）年 3 月に策定し、以下（ア） 

から（カ）を定めました。 

また、東日本大震災以降、耐震化を推進することの重要性が指摘されています。 

本区では「台東区耐震改修促進計画」において区内建築物の耐震化を進めており、 

平成 28（2016）年 3 月には、平成 28（2016）～32（2020）年度までの計画を策定 

しています。計画では、防災上重要な公共施設について、平成 32（2020）年度まで 

に耐震化率を 100％とすることを目標とし、活用に合わせて耐震化を図ることとし 

ています。 

 

 

（ア）点検の充実 

     施設機能維持のためには、施設や設備の劣化を正確に把握し、適切に補修する 

など、維持管理が必要となります。適切な維持管理ができない場合、施設全体の 

機能停止や人的被害に及ぶことも考えられ、これらを防ぐためには、維持管理に 

おける点検が不可欠となります。 

点検には、法律で実施が義務付けられた「法定点検」と、施設管理者等が建築 

物の劣化等を目視等にて調査する「日常点検」があります。予防保全実施のため 

には、施設の状況を早期かつ的確に把握し、部位別の劣化度の判定を行っていく 

必要があります。施設の劣化状況を効率的に点検するためには、目視や触診等に 

より実施する点検ポイントを解説した「点検マニュアル」の作成と活用が有効で 

す。 

  また点検は、簡易的な点検シートによって実施します。この点検シートを保存 

することで、過去に遡った異常の確認や、保全の引継ぎ、修繕計画の作成に活用 

することができます。 

 

 

（イ）保全の実施方針 

     建築物の保全には、各部位で扱い方を変える必要があります。部位ごとの保全 

    手法の選択にあたっては、点検結果を活用しながら、保全の必要性や対応手法な 

どを判断します。部位ごとの保全手法を設定することで、適正に維持管理を行い、 

施設の機能・性能を長期に維持させます。 

躯体のうち、外部に面する部位や、建築物の性能や機能を維持する上で重要と 

なる部分を保全対象部位として選定し、更新周期を用いて計画的な修繕・更新を 

行い、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

（P28「図表 5-1」参照） 
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対象部位 具体例 更新周期

屋根 屋上防水 15～30年

外部仕上げ 外壁（シーリング含む） 15～40年

受変電 配電盤、変圧器、コンデンサ 25～30年

非常用電源 自家発電装置、静止形電源装置 30年

防災 自動火災報知装置、非常放送設備 15～20年

中央監視 監視制御装置 10～15年

昇降機 エレベーター 25～30年

空調 冷温水発生機、冷却塔、エアコン 15年

給排水 給水管、配水管、ポンプ類 15～30年

消火 屋内消火栓、ポンプ、スプリンクラー 15～30年

建
築

電
気

機
械

 

【図表 5-1】 保全部位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）長寿命化設計指針の基本事項 

「保全計画」において、公共施設の長寿命化を円滑に推進することを目的とし 

た「長寿命化設計指針」を定めました。 

この指針は、公共施設の新築、改築、増築または改修の設計に要する基本的な 

基準を定め、公共施設の長寿命化を円滑に推進することを目的としています。 

指針の基本事項として、建設費の多寡に注意を払うだけではなく、ライフサイ 

クルコストの縮減にも視点を置いて設計を行うこととしています。 

また、目標使用年数に合せて耐久性の高い部材を使用し、かつ改修や将来の用 

途変更の可能性も考慮して設計を行うこととしています。 

 

 

（エ）長寿命化設計指針で規定する長寿命化対策 

   ■省エネルギー・省資源化等 

    ⇒建築物のライフサイクルコストは、エネルギーコストが大きな比重を占め 

ており、その削減及び環境負荷の低減を図るため、再生可能エネルギーの 

活用等、省エネルギー・省資源化について留意します。 

 

  ■高耐久性 

   ⇒躯体の耐久性を高めるとともに、各部材についても目標使用年数や残存期 

間に応じた材料、工法を考慮し、躯体、仕上げ、設備の各々における高耐 

久性について留意します。 

＜資料＞台東区「保全計画」より作成 
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■フレキシビリティ（柔軟性・可変性の確保） 

   ⇒公共施設の長寿命化には、将来の利用者のニーズ等の変化に対応した用途 

変更などが必要になります。将来の機能向上や用途変更に対応するため、 

躯体と内装を分けて計画するスケルトン・インフィル方式の採用の検討と 

同時に、機械室の配置等におけるフレキシビリティに留意します。 

     

■更新性 

⇒建築物は耐用年数が異なる多数の部材で構成されており、部材の劣化速度 

が異なることから、改修工事の際に、耐用年数に達しない部材の撤去など 

道連れ工事が生じる場合があります。そこで、構造躯体と設備を分離させ 

る等の部材・機器ごとの更新が容易にできるよう更新性について留意しま 

す。 

     

■メンテナビリティ（容易な維持管理） 

   ⇒公共施設を長寿命化するには、日常的な清掃や点検・劣化診断を行い、 

    的確な修繕や自然災害に備えた設備の設置が重要です。これらの維持管理 

を円滑に実施するための工夫など、メンテナビリティについて留意します。 

 

 

（オ）長寿命化施設の設定 

     計画的な保全を実施するには、建物の劣化や老朽化を踏まえ、これらの耐用年 

数を総合的に評価した「目標使用年数」を設定することが必要となります。 

そこで、鉄筋コンクリート造建築物の目標使用年数を 80 年に設定し、従来の耐用 

年数（60 年）よりも、20 年の長寿命化を図ることとします。 

しかし、長期的視点から将来の施設運用を考えた場合、他の用途に変更するこ 

とを想定して躯体を残し、スケルトン・インフィルにより、様々な用途の施設に 

転用して活用するには、一定の規模が必要となります。 

そこで、「保全計画」では、全ての公共施設を長寿命化施設（従来の耐用年数 

60 年よりも 20 年間長い 80 年使用することを目標とする施設）に設定するのでは 

なく、延べ床面積 1,000 ㎡以上の施設 76 棟を長寿命化施設に選定しました。 

（P30「図表 5-2」参照） 
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No 主たる施設名 No 主たる施設名

1 台東区民会館 39 待乳保育園

2 寿区民館 40 松が谷保育園

3 東上野区民館 41 寿児童館

4 上野区民館 42 石浜橋場こども園（石浜幼稚園）

5 浅草橋区民館 43 石浜橋場こども園（橋場保育園）

6 谷中区民館 44 ことぶきこども園

7 金杉区民館下谷分館 45 三筋老人福祉館

8 台東一丁目区民館 46 老人福祉センター

9 上野小学校 47 特別養護老人ホーム浅草

10 平成小学校 48 特別養護老人ホーム谷中

11 根岸小学校 49 特別養護老人ホーム三ノ輪

12 東線小学校 50 特別養護老人ホーム蔵前

13 忍岡小学校 51 シルバー人材センター

14 谷中小学校 52 ケアハウス松が谷

15 金曽木小学校 53 松が谷福祉会館

16 黒門小学校 54 つばさ福祉工房

17 大正小学校 55 生涯学習センター

18 浅草小学校 56 根岸図書館

19 台東育英小学校 57 下町風俗資料館

20 蔵前小学校 58 浅草公会堂

21 東浅草小学校 59 台東リバーサイドスポーツセンター体育館

22 富士小学校 60 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場

23 松葉小学校 61 柳北スポーツプラザ

24 千束小学校 62 たなかスポーツプラザ

25 石浜小学校 63 少年自然の家　霧が峰学園

26 田原小学校 64 台東保健所

27 金竜小学校 65 浅草保健相談センター

28 御徒町台東中学校 66 千束健康増進センター

29 柏葉中学校 67 産業研修センター

30 上野中学校 68 中小企業振興センター

31 忍岡中学校 69 浅草文化観光センター

32 浅草中学校 70 環境ふれあい館ひまわり

33 桜橋中学校 71 台東清掃事務所

34 駒形中学校 72 本庁舎

35 坂本保育園 73 防災用根岸職員住宅

36 玉姫保育園 74 社会福祉協議会・芸術文化財団

37 千束保育園 75 台東病院

38 台東保育園 76 旧竜泉中学校

【図表 5-2 長寿命化施設一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜資料＞台東区「保全計画」より作成 

（注 1） 

（注 2） 

（注 3） 

（注 4） 

（注 5） 

（注 6） 

（注 7） 

（注 8） 

（注 9） 

（注 10） 

（注 11） 

（注 12） 

（注 1）～（注 12）保全計画の 36 ページ「長寿命化施設一覧」では以下の通り表記 

（1）南部区民事務所 （2）東上野地区センター （3）上野地区センター（4）浅草橋地区センター 

（5）谷中防災コミュニティセンター（6）台東複合施設 （7）柏葉中学校（西部区民事務所） 

（8）三筋保育園 （9）東上野保育園 （10）小島社会教育館（11）たなか多目的センター  

（12）千束保健相談センター 
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（カ）長寿命化による更新費用（台東区「保全計画」より引用） 

    長寿命化施設（76 施設）の目標使用年数を、（オ）で記載の通り 80 年とした場 

合の、更新費用にかかるトータルコストの縮減について、「保全計画」において試 

算をしています。 

「保全計画」の対象 103 棟のうち、76 棟の長寿命化施設について長寿命化を図 

った場合、今後 30 年間における更新費用（大規模改修、改築費用）は約 852 億 

円となり、使用年数 60 年とした場合の更新費用約 965 億円（※3）に比べて、約 

113 億円（約 12％）の削減が見込まれます。 

 

●長寿命化を図らなかった場合の全体コスト ：約 965 億円 

●長寿命化を図った場合の全体コスト     ：約 852 億円 

 

 

②計画的な施設更新による財政負担の平準化 

 計画的に施設の更新を進めるため、これまで記載した通り、施設の長寿命化を図 

りながら、全体的に工事時期を調整することで、利用者への影響を最小限に抑える 

とともに、財政負担を平準化していきます。 

 

 

③既存施設等の有効活用 

 大規模改修・改築工事にあたって必要となる仮設施設・用地については、学校跡 

地や低未利用となっている既存施設・用地等を有効活用することで確保に努め、費 

用の縮減を図っていきます。 

 

 

④環境負荷の低減、ユニバーサルデザインの推進 

大規模改修・改築工事に合わせて、省エネルギー機器等の活用を積極的に推進し、 

環境負荷の低減を図っていきます。また、ユニバーサルデザインの視点を重視し、 

高齢者・障害者等を含む全ての利用者が安全に、安心して、快適に利用できる環境 

を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３「施設白書」で示した更新費用約 1,060 億円（21 ページ記載）から、「保全計画」で試算の対象外と 

した 5 施設分の費用を除いた額 
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⑤施設保全計画の策定 

    平成 28（2016）年 3 月に策定した「保全計画」において、長期保全計画・中期 

保全計画・実施計画の 3 種類の計画を位置付けました。 

 

 

■長期保全計画 

・平成 27（2015）年度から平成 56（2044）年度の 30 年間における維持・保全 

に係る経費の見通しを把握するもので、対象施設に対する大規模改修・改築の 

概算費用を算定 

・30 年間の保全費用の概算を算出することが目的 

 

■中期保全計画 

・長期保全計画を 10 年ごとに分けた計画で、1 期目では長期保全計画に比べて、 

より具体的に保全費用の平準化と工事の実現性を確認 

・大規模改修等のおおよその実施時期を定める 

・コスト削減、概算費用の平準化を図ることが目的 

（施設保全工事の前倒しや先送りなどの調整を実施） 

 

■実施計画 

・中期保全計画 1 期目の中で、当初 5 年間を「第 1 期保全実施計画」と位置付け 

・中期保全計画で策定した保全整備の方向性をより具体化するための計画で、コ 

スト縮減、財政負担の平準化などを目的として、年度ごとに必要な工事を抽出 

・平準化に際しては、対象施設の部位ごとの劣化状況に応じて、工事の前倒しや 

先送りなどの調整を行う 

・第 2 期以降の保全実施計画の策定にあたっては、社会情勢の変化や施設の現状 

を踏まえて、定期的に保全計画の進捗状況を検証し、5 年ごとに保全計画の内 

容を見直す 

 

【図表 5-3】 保全計画期間  

長期保全計画 平成 27～平成 56 年度 

（30 年間） 

中期保全計画 1 期目 中期保全計画 2 期目 中期保全計画 3 期目 

平成 27 年度～平成 36 年度 

（10 年間） 

平成 37 年度～平成 46 年度 

（10 年間） 

平成 47 年度～平成 56 年度 

（10 年間） 

第 1 期実施計画 第 2 期実施計画 第 3 期実施計画 第 4 期実施計画 第 5 期実施計画 第 6 期実施計画 

平成 27 年度～ 

平成 31 年度 

（5 年間） 

平成 32 年度～ 

平成 36 年度 

（5 年間） 

平成 37 年度～ 

平成 41 年度 

（5 年間） 

平成 42 年度～ 

平成 46 年度 

（5 年間） 

平成 47 年度～ 

平成 51 年度 

（5 年間） 

平成 52 年度～ 

平成 56 年度 

（5 年間） 

 

 

＜資料＞台東区「保全計画」より作成 
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【図表 5-4】 保全整備費の総額（平準化後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年平均 

約 28.4 億円 

＜資料＞台東区「保全計画」より作成 
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工事区分

1 蔵前小学校 3 たいとう第三福祉作業所

2 谷中保育園 4 台東清掃事務所北上野分室

1 金杉区民館下谷分館 17 待乳保育園

2 平成小学校 18 松が谷保育園

3 根岸小学校 19 池之端児童館

4 東泉小学校 20 今戸児童館

5 金曽木小学校 21 石浜橋場こども園（橋場保育園）

6 黒門小学校 22 石浜橋場こども園（石浜幼稚園）

7 浅草小学校 23 入谷老人福祉館

8 東浅草小学校 24 特別養護老人ホーム谷中

9 富士小学校 25 松が谷福祉会館

10 田原小学校 26 下町風俗資料館

11 上野中学校 27 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場

12 忍岡中学校 28 根岸図書館

13 駒形中学校 29 検査センター

14 坂本保育園 30 中小企業振興センター

15 玉姫保育園 31 入谷区民館

16 三筋老人福祉館 32 浅草橋区民館

主たる施設名 主たる施設名

改
築

大
規
模
改
修

 

【図表 5-5】 中期保全計画：1期目（平成 27年度～平成 36年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※１ 「更新周期の設定」の考え方により、工事区分は大規模改修となるが、 

        整備の方法については現在検討中 

 

 

 

  

は実施計画１期目の改修・改築施設 

＜資料＞台東区「保全計画」より作成 

※1 

※1 

（注１） 

（注 2） 

（注 3） 

（注 1）～（注 3）保全計画の 58 ページ「中期保全計画：1 期目」では以下の通り表記 

（1）三筋保育園 （2）入谷地区センター （3）浅草橋地区センター 
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工事区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

1 忍岡中学校 大規模改修 工事

2 特別養護老人ホーム谷中 大規模改修 （設計） 工事

3 黒門小学校 大規模改修 （設計） 工事 工事 工事

4 上野中学校 大規模改修 （設計） 工事 工事

5 蔵前小学校 改　　築 （設計） （設計） 工事 工事

6 平成小学校 大規模改修 （設計） 工事 工事 工事

7 玉姫保育園 大規模改修 （設計） 工事

8 池之端児童館 大規模改修 （設計） 工事

9 松が谷保育園 大規模改修 （設計） 工事

10 根岸図書館 大規模改修 （設計） 工事

11 台東リバーサイドスポーツセンター陸上競技場 大規模改修 （設計） 工事

12 根岸小学校 大規模改修 （設計） 工事

13 東浅草小学校 大規模改修 （設計） 工事

14 坂本保育園 大規模改修 （設計） 工事

15 入谷区民館 大規模改修 （設計） 工事

主たる施設名

 

【図表 5-6】 実施計画：1期目（平成 27年度～平成 31年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※１） 

＜資料＞台東区「保全計画」より作成 

※1 「更新周期の設定」の考え方により、工事区分は大規模改修となるが、整備の方法 

については現在検討中 

（※１） 

（※２） 

※2 平成 31（2019）年度から平成 33（2021）年度の 3 年間の工事 

（※２） 

（注） 

（注）保全計画の 59 ページ「実施計画：1 期目」では、入谷地区センターと表記 
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（３）【基本方針２】 中長期的視点からの施設の再編 

①施設の再編 

    人口構成や区民ニーズの変化などに的確に対応するため、既存施設の改築工事に 

あたっては、「施設」と「機能」を切り離して考え、必要な機能は維持しながら、他 

施設の統合や新たな機能の付加による複合化・多機能化（※４）を推進し、施設の再 

編を進めていきます。 

また、大規模改修・改築工事に合わせて、施設におけるサービス内容や水準を検 

証し、サービス提供のために必要な延床面積を精査することで、建物規模の適正化 

及び公共施設全体の延床面積の縮減を図っていきます。 

 

②民間資源の積極的活用 

    新規施設の整備時はもとより、既存施設の大規模改修時においても、民間施設の 

借上げへの切替えを検討するなど、民間資源の積極的な活用を図っていきます。 

また、整備だけでなく運営についても、民間事業者の誘致や活用について検討を 

進めていきます。 

 

③貸付等の推進 

    施設の統合等により生じた供用予定のない財産については、長期貸付等により、 

有効活用を図るとともに、将来にわたって利用計画がない場合には売却を行い、施 

設総量の縮減に努めていきます。 

 

④集会施設等の機能向上 

    同種・類似機能を有する施設が複数存在する集会施設等については、利用率の向 

上に努めるとともに、区民ニーズの変化に対応した効率的・効果的な施設の活用方 

法やそのあり方について検討を進め、機能の向上を図っていきます。 

現在、集会室・会議室の利用対象者を団体利用のみとしている区民館・社会教育 

館・社会教育センター・老人福祉館・老人福祉センター・環境ふれあい館ひまわり 

において、空いている集会室等をより有効に活用し、利用率の向上を図る観点から、 

個人又は少人数でも利用できるよう要件緩和を行います。 

 

⑤人口減少も見据えた施設のあり方の検討 

    本区の将来人口は、4 ページ「人口動向」で記載した通り、平成 57（2045）年ま 

で増加を続ける見込みであるものの、増加率は逓減していくことから、将来的な人 

口減少を見据えた施設のあり方についても、検討を進めていきます。 

 

 

 

 

※４ 複合化 …複数の異なる機能の施設を、１つの建物にまとめること 

 多機能化…複数の機能の施設を、１つの建物の中の様々な機能に使える１つの施設にまとめること 
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（４）施設類型ごとの方針 

  「施設白書」で定めた施設類型ごとに方針を記載します。 

なお、公共施設に関する方針のため、民間の借上げ施設については対象外とします。 

 

①集会施設 

    集会施設には、地域住民の文化・福祉向上への寄与を目的とした区民館をはじめ、 

会議室を備えている老人福祉館なども含めると、35 の施設があり、区民が利用する 

機会が最も多い施設です。 

現在は、町会などの区内団体や区外団体が利用していますが、各施設利用率が低 

   い時間帯もあります。そこで、空いている集会室等をより有効に活用し、利用率の 

   向上を図る観点から、利用者を団体のみに限定している、区民館・社会教育館・社 

   会教育センター・環境ふれあい館ひまわり・老人福祉館・老人福祉センターについ 

て、個人又は少人数でも利用できるよう施設利用対象者を拡大します。 

 

 

②学校教育施設 

    学校教育施設には、小学校 19 校、中学校 7 校、幼稚園 10 園に加え、子供や保護 

者を対象とした教育相談等を実施している教育支援館があります。 

学校教育施設は、地域における身近な公共施設であるため、将来的に児童・生徒 

が減少した際、余裕教室等の空きスペースを活用して他施設との複合化を図り、地 

域の中核施設として再編することを視野に入れて改修等を進めていきます。 

そのため、改修等の設計段階において、スケルトン・インフィルなど、施設の統 

合や他用途への変更に柔軟に対応できる建築方式を採用していきます。また、改修 

等は、児童・生徒数の増減予測や過去の修繕履歴などを総合的に判断し、効率的に 

行っていきます。 

 

 

③子育て支援施設 

    子育て支援施設には、保育園 11 園、認定こども園 3 園、児童館 8 館、こどもク 

ラブ 22 ヶ所、子ども家庭支援センター3 ヶ所に加え、母子生活支援施設さくら荘が 

あります。 

保育園等は、近年申請数が定員数を上回り、待機児童数の増加が続いています。 

これまでも、「台東区次世代育成支援計画」において定める教育・保育施設の整備に 

加え、保育緊急確保策を実施してきました。今後も民間の活力を活用しながら整備 

していきます。 

こどもクラブは、放課後子ども総合プラン、学校施設の活用状況、児童館など既 

存事業の実施状況、区民ニーズなどを踏まえ、総合的に検討し、整備していきます。 

また、2 ヶ所の認定こども園・1 ヶ所の子ども家庭支援センター、さくら荘、児童 

館が、指定管理者施設となっています。今後とも安定的で良質なサービスを提供す 

るという観点から、本制度のメリットを活かせると判断できる施設については、民 
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間活力を適切に活用していきます。 

 

 

④高齢者の施設 

    高齢者の施設には、特別養護老人ホーム 6 ヶ所、高齢者在宅サービスセンター 

9 ヶ所、区立施設に併設する地域包括支援センターが 6 ヶ所、老人福祉センター・ 

老人福祉館が 4 ヶ所、ケアハウス松が谷、老人保健施設千束、シルバー人材センタ 

ーに加え、4 ヶ所の高齢者住宅（シルバーピア）があります。 

高齢者（65 歳以上）のうち、75 歳以上人口の見通しは、平成 28（2016）年 3 月 

   発行の「台東区人口ビジョン」において、「平成 37（2025）年まで一旦減少するも 

   のの、その後増加を続ける」と推計されています。 

また、介護保険制度の創設から期間も経過し、民間事業者も育ってきている状況 

を踏まえ、区内における居宅サービスの提供状況、利用者のニーズや制度改正等を 

勘案し、必要なサービスの種類及び量の検討が必要です。 

特別養護老人ホームについては、民間も含めた必要床数 764 床以上の確保を維持 

していきます。また、今後の国の動向や居宅サービスの提供状況等を注視しながら、 

整備について検討していきます。 

老人福祉館、老人福祉センターには集会室があり、①の集会施設において記載し 

た通り、設置目的に影響のない範囲内において施設利用対象者の拡大を検討し、利 

用率の向上を図ります。 

特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、老人福祉館・老人福祉セン 

ター・ケアハウス松が谷・老人保健施設千束については、指定管理者が管理運営を 

行っています。今後とも安定的で良質なサービスを提供するという観点から、本制 

度のメリットを活かせると判断できる施設については、民間活力を適切に活用して 

いきます。 

 

 

⑤障害者の施設 

    障害者の施設には、松が谷福祉会館、身体障害者生活ホームフロム千束に加えて、 

グループホーム・通所施設等が 12 ヶ所あります。そのうち、身体障害者生活ホーム 

フロム千束のみ、指定管理者が管理運営を行っています。 

障害者が増加している近年の傾向から、障害者の居住環境の整備や日中活動の場 

の整備が必要となっており、「第 4 期台東区障害福祉計画（平成 27 年度～平成 29 

年度）」においても、各施設の整備を計画しています。障害者の居住施設であるグル 

ープホームや日中活動の場である生活介護施設や就労継続支援 B 型事業所の整備に 

ついては、民間活力を適切に活用しながら施設整備を推進していきます。 

 

 

⑥生涯学習施設・図書館等 

    生涯学習施設には、生涯学習センター、社会教育センター、社会教育館が 4 ヶ所 
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あります。また、5 館の図書館（分室含む）に加え、公共施設の一部を活用した「ま 

ちかど図書館」を 3 館設置しています。 

社会教育センター、社会教育館には集会室があり、①の集会施設において記載し 

た通り、個人又は少人数でも利用できるよう施設利用対象者を拡大し、利用率の向 

上を図ります。 

社会教育センター、社会教育館の管理運営は指定管理者が行っており、今後とも 

   安定的で良質なサービスを提供するという観点から、本制度のメリットを活かせる 

   と判断できる施設については、民間活力を適切に活用していきます。 

図書館は、平成 28（2016）年 9 月に策定した「台東区立図書館の基本的な考え方」 

において、「区民の役に立つ図書館」、「生涯学習を支える図書館」を目指すこととし 

ています。図書館の運営体制には、完全直営や、一部業務委託、指定管理者制度な 

どがあり、それぞれに長所と短所があります。今後の運営については、区民、関係 

機関・団体や学識経験者などの意見を参考にするとともに、先行事例も注視しなが 

ら、区の実情に即したものとなるよう検討していきます。 

 

 

⑦文化施設・公会堂 

    文化施設・公会堂には、下町風俗資料館、一葉記念館、書道博物館など、区民文 

化の発展・向上に寄与することを目的とした施設のほか、舞台芸術活動を支援する 

施設のたなか舞台芸術スタジオや、大規模ホール・集会室等を備えた浅草公会堂が 

あります。 

本区には、このように多くの文化施設が集積しており、引き続き区民が身近に文 

化的活動に触れられる環境を備えていく必要があります。そこで、各施設の更新に 

は、その目的・必要性等を総合的に判断する必要があります。 

また、下町風俗資料館をはじめとした文化施設と浅草公会堂は、指定管理者によ 

る管理運営を行っています。今後とも安定的で良質なサービスを提供するという観 

点から、本制度のメリットを活かせると判断できる施設については、引続き民間活 

力を適切に活用していきます。 

 

 

⑧体育施設・校外施設 

    体育施設には、リバーサイドスポーツセンター、柳北スポーツプラザ、清島温水 

   プール、たなかスポーツプラザがあります。また、校外施設には、少年自然の家「霧 

   が峰学園」があります。 

体育施設は区民からの要望が多く、現在も近隣河川敷グラウンドの借上げや、都 

立高等学校の温水プールの借上げなどを行っています。今後も、区民の要望や 2020 

年オリンピック・パラリンピック東京大会を控えた需要の高まりを踏まえ、体育施 

設確保に向けた検討を進めます。 

また、リバーサイドスポーツセンター、清島温水プール、霧ヶ峰学園は現在、指 

定管理者施設となっています。今後とも安定的で良質なサービスを提供するという 
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観点から、本制度のメリットを活かせると判断できる施設については、引続き民間 

活力を適切に活用していきます。 

 

 

⑨保健所等 

    区内には、地域保健法に基づき、地域住民の健康の保持及び増進を図ることを目 

的に設置した台東保健所のほか、衛生上の試験・検査を行う検査センター、地域保 

健法の保健センターにあたる浅草保健相談センターを設置しています。また、区民 

の自主的な健康づくりを支援するため、トレーニング室等を備えた健康増進センタ 

ーを 2 ヶ所設置しています。 

保健所施設は、法律で設置が規定されており、区民の健康保持・増進のために、 

今後も適正に維持していくことが必要です。 

なお、平成 28（2016）年 6 月の母子保健法改正により、母子健康包括支援センタ 

ーの設置が区市町村の努力義務に規定されたことを受けて、この機能を追加したう 

えで、浅草保健相談センターを移転する予定です。その際は、バリアフリー等ユニ 

バーサルデザインへ配慮した施設の検討を進めていきます。また、高齢化が進行し 

ており、介護予防を含め区民が自主的に健康づくりを行う必要性は高まっています。 

健康づくりを支援する健康増進センターの施設更新について、今後も必要性等を総 

合的に判断し、検討していきます。 

 

 

⑩産業・観光振興施設 

    産業振興施設には、区内中小企業の振興や、ものづくり事業者の育成等を目的と 

した産業研修センター、伝統工芸産業の振興・育成を目的とした江戸下町伝統工芸 

館や、ファッション関連ビジネス分野での起業を目指すデザイナーを支援する台東 

デザイナーズビレッジに加え、中小企業の経営サポート事業と勤労者福祉事業を通 

して、中小企業を支援する中小企業振興センターがあります。また、観光振興施設 

には、浅草文化観光センターがあります。 

本区は、小規模な手工業や製造業、それらの生産や流通を担う問屋・卸売業、伝 

統工芸産業など多様な産業が集積しており、産業の活性化は区全体の活性化にも繋 

がります。また、本区には年間 4,500 万人以上の観光客が訪れることから、浅草文 

化観光センターは非常に大きな役割を果たしています。よって、産業・観光振興施 

設の更新については、このような役割を含めた総合的な判断が必要となります。 

 なお、江戸下町伝統工芸館は、更なる伝統工芸産業の活性化等を図るため、平成 

30 年度のリニューアルを予定しています。 

現在は、産業研修センターのみ指定管理者による管理運営を行っておりますが、 

今後についても安定的で良質なサービスを提供するという観点から、本制度のメリ 

ットを活かせると判断できる施設については、民間活力を適切に活用していきます。 
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⑪環境・清掃関連施設 

環境・清掃関連施設には、ごみの収集・運搬作業に従事する職員の事務所である 

台東清掃事務所、台東清掃事務所北上野分室や、環境保全と資源の有効利用の重要 

性を区民に啓発することを目的に設置した環境ふれあい館ひまわりがあります。 

これらの施設は、平成 12（2000）年度に清掃事業が東京都から特別区に事業移管 

された際に、区の公共施設として引渡されました。その際、引渡しから 18～20 年 

間は清掃関連施設として使用するという用途指定がされましたが、平成 30（2018） 

年度から、順次用途指定期間が終了するため、その後の活用について検討を行う必 

要があります。 

なお、環境ふれあい館ひまわりには集会室があり、①の集会施設において記載し 

た通り、個人又は少人数でも利用できるよう施設利用対象者を拡大し、利用率の向 

上を図ります。 

 

 

⑫庁舎等 

    庁舎には、主となる本庁舎のほか、地域に 5 ヶ所の区民事務所（分室含む）と 

6 ヶ所の地区センター、社会福祉協議会・芸術文化財団、公園管理事務所、土木事 

務所などがあります。 

また、職員の福利厚生増進と、地震など非常事態が発生した場合に必要な災害対 

策要員を確保するため、5 ヶ所の職員住宅があります。さらに、区設置の社会福祉 

施設における災害対策及び緊急事態に対応するための、社会福祉事業団職員用の待 

機宿舎が 1 ヶ所あります。 

本庁舎については、東上野四・五丁目地区まちづくり検討委員会が、平成 28（2016） 

年 3 月に策定した「東上野四・五丁目地区まちづくりガイドライン」において、本 

庁舎等を含む地域一帯で、計画的にまちづくりを推進していく指針が示されていま 

す。 

区民事務所（分室含む）と地区センターについては、平成 16（2004）年度に旧出 

張所を統廃合し現在の形になっています。各施設に併設されている区民館には集会 

室等があり、主に各地区の町会等の団体が活動する拠点として利用されています。 

区民館の集会室等については、①集会施設において記載した通り、個人又は少人 

   数でも利用できるよう施設利用対象者を拡大し、利用率の向上を図ります。  

また、区民事務所や地区センターを大規模改修・改築する際は、近隣の施設と合 

築することで、複合化・多機能化を図ることができるかの検討を行います。 

 

 

⑬その他の区有施設 

    その他の区有施設として、区立病院である台東病院や、区民が歯と口腔の健康づ 

くりに取組むことができるよう普及啓発事業を実施する三ノ輪口腔ケアセンターや 

学校跡地があります。 

台東病院については、指定管理者制度を導入しています。今後とも安定的で良質 
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なサービスを提供するという観点から、本制度のメリットを活かせると判断できる 

施設については、民間活力を適切に活用していきます。 

学校跡地については、平成 23（2011）年 9 月に「大規模用地の活用構想」を策定 

しており、その構想に基づき適切に活用していきます。特に、旧竜泉中学校は、学 

校跡地の中でも規模が大きく、教室や体育館等必要な機能も備えており、公共施設 

の仮施設として適しています。そこで旧竜泉中学校は、原則として老朽化施設の大 

規模改修時の仮施設として、他の施設の大規模改修・改築工事時に活用します。 

 

 

２ インフラ施設整備における基本方針                       

 

（１）インフラ施設整備に向けた方向性 

第 4 章で記載したインフラ施設の課題を解決する方向性として、以下の 2 点を定めま 

す。 

 

■ 区民生活・経済活動を支える基盤であり、常に安全に利用できる状態 

  にする 

■ 緩やかに人口が増加する区の状況や行政ニーズへの的確な対応が必要 

 

インフラ施設は、区民生活や経済活動を支える基盤であり、常に安全に利用できる状 

態であることが求められます。これまでも限られた財源を有効に活用し、計画的に施設 

の更新を進めることで、区民の安全・安心な環境を保ちながら、施設の長寿命化を図っ 

てきました。 

道路は、上下水道、電信、ガスなど都市生活に不可欠な多くの設備が埋設されており、 

災害発生時には、避難経路や一時集合場所になるなど重要な役割を果たすこととなりま 

す。こうしたことから、厳しい財政状況にあっても、必要な量を維持していくことが求 

められます。 

また、ヒートアイランド化、ゲリラ豪雨の多発など地球環境の変化や、増加する来街 

者への対応に加え、災害発生時にも十分な役割を果たせる堅牢な構造とする必要があり 

ます。 

4 ページの「人口動向」で記載した通り、本区の人口は、当面の間、緩やかに増加を 

続け、少子高齢化も緩やかに進行していきます。そこで、整備にあたっては、こうした 

行政ニーズや人口構成の変化などに的確に対応していくことも重要な視点となります。 

これらの 2 つの方向性を踏まえた、本区のインフラ施設整備の基本方針として 

 

１ 予防保全型管理の推進と計画的な施設更新 

 

２ 行政ニーズや人口構成の変化に応じた機能への対応 

 

の 2 つを掲げ、整備していきます。 
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（２）【基本方針 1】 予防保全型管理の推進と計画的な施設更新 

①予防保全型管理によるライフサイクルコストの縮減 

予防保全型の維持管理を推進し、維持管理経費の平準化を図りながら、ライフサ 

   イクルコストの縮減に努めるとともに、施設を常に良好な状態で維持し、安全性確 

保の徹底と長寿命化を図っていきます。 

 

②計画的な施設更新による財政負担の平準化 

 計画的に更新を進めるため、各インフラ施設の耐用年数に応じて適切な改修を行 

い、長寿命化を図りながら全体的に工事時期を調整することで、利用者への影響を 

最小限に抑えるとともに、財政負担を平準化していきます。 

 

③施設保全計画の策定 

    上記①、②に掲げる取組みを着実に進めていくため、個別施設の保全計画を策定 

していきます。 

 

 

（３）【基本方針２】 行政ニーズや人口構成の変化に応じた機能への対応 

①ユニバーサルデザインの推進、環境負荷の低減 

 ユニバーサルデザインの視点を重視し、高齢者・障害者などを含む全ての利用者 

が安全に、快適に利用できるよう、歩道のバリアフリー化や「だれでもトイレ」の 

整備などを進めていきます。 

 

②防災機能の強化 

 道路や公園等の防災機能を強化し、災害発生時に避難路や物資輸送路、避難所と 

しての役割を果たせるよう、必要な整備を進めていきます。 

 

③ヒートアイランド化やゲリラ豪雨などの対策の推進 

 道路での特殊舗装（遮熱性・保水性・透水性等）の採用や、街路樹・公園樹木の 

拡充による緑化を推進し、自然災害や環境の変化に強い基盤整備を進めていきます。 

 

 

（４）施設類型ごとの方針 

「施設白書（道路・公園編）」で定めた施設類型ごとに方針を記載します。 

 

①道 路 

本区の管理する道路（1,196 路線、総延長約 228ｋｍ）については、職員によ 

    る日常の巡回調査のほか、定期的な点検や路面性状調査、空洞の有無調査等の実 

    施により、状況の把握等を行い、適切に維持又は修繕していきます。老朽化等に 
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より、一定程度まとまった区間において対応が必要な場合は、改築工事を計画的 

に実施することにより道路の機能を更新していきます。 

本区の管理する橋梁については、職員による日常の巡回調査を実施しています。 

また、一部、国道や鉄道敷上に架かる上野駅前歩行者専用道においては、継続的 

な管理業務（巡回警備、付属施設点検、清掃）を通じて、状況の把握等に努め、 

適切な維持又は修繕を行っていきます。また、法律に基づいた定期点検を実施す 

ることにより、施設の異常、損傷又は劣化等の状況を把握・診断したうえで、予 

防保全の観点で補修工事等の適切な措置を講じていきます。 

平成 29（2017）年度に「（仮称）台東区橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、策 

定後は計画に基づき、橋梁の適切な維持管理を行っていきます。横断歩道橋につ 

いては、利用状況や周辺の道路交通環境、地域の意向など、多様な視点から当該 

施設の必要性を総合的に判断したうえで、可能なものについては撤去していくこ 

ととします。 

なお、防護柵・道路標識・街路灯・植樹帯等の道路附属物についても、上記の 

道路と同様の方法により、適切な維持管理を行っていきます。 

 

 

②河 川 

本区の管理する河川のうち、堤防（神田川左岸 500 メートル区間）については、 

職員による日常の巡回調査を通じて維持管理していきます。堤防の異常を確認し 

た場合は、財産管理者である東京都に報告したうえで、連携して必要な修繕等を 

行っていきます。 

樋管（神田川左岸）については、定期的な点検・清掃等業務により、状況把握 

や機能維持を行い、適切に維持又は修繕していきます。 

防災船着場（隅田川右岸）については、職員による巡回調査のほか、同施設の 

使用許可を受けた旅客定期航路事業者（水上バス運航）からの情報等により、異 

常の有無を把握していきます。また、定期的な点検業務により、状況の把握や機 

能維持を行い、適切に維持又は修繕していきます。 

 

 

③公園・児童遊園 

区内には公園が 50 ヶ所、児童遊園等が 26 ヶ所あり、そのうち 39 ヶ所の公遊 

園内に公園トイレが設置されています。また、隅田公園には地下施設（地下ギャ 

ラリー）と公園橋である桜橋があります。 

日常的な維持管理については、巡回による点検を行うとともに、清掃・修繕・ 

保守・剪定等を実施しています。 

また、公園施設については、平成 24（2012）年度に策定した「台東区公園施設 

長寿命化計画」に基づき、公園施設の老朽度や利用状況等に応じて、大規模改修 

や更新の検討及び修繕を行っていきます。 
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④自動車駐車場 

周辺の路上駐車対策及び地域の活性化を図る目的で、自走式の雷門地下駐車場、 

機械式の上野中央通り地下駐車場及び上野駅前自動二輪車駐車場があり、地下駐 

車場は、年間で 10 万台を超える利用があります。 

利用者が安全かつ快適に年中無休で利用できるよう、計画的に維持補修等を進 

めていきます。 

 

 

⑤公衆トイレ 

公衆トイレの維持管理は、職員による定期巡回、及び毎日の清掃業務委託の中 

で修繕工事で対応していきます。 

公衆トイレは、区民だけではなく、来街者が利用する公共施設であり、平成 16 

（2004）年度のモデル事業をはじめとし、さわやかトイレ整備方針に基づき「お 

もてなし」の施設となるよう整備を進めてきました。 

平成 34（2022）年度に 26 ヶ所の整備が終了する予定となっておりますが、洋 

式化など、社会ニーズの変化による必要な対応を行っていきます。 

 

 

⑥管理通路・公共溝渠 

管理通路は、道路と同様に、一般通行の交通機能やライフラインの収容機能を 

有しているため、道路に準じた維持補修等の管理を行っていきます。 

また、公共溝渠のうち、水路としての機能を失い通路化しているものについて 

は、管理通路として取扱うなど、管理の適正化を進めていきます。 
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３ 総合管理計画のフォローアップ体制                            

 

（１）庁内体制 

公共施設等の保全業務をより効果的に行うために、施設保全担当部門が保全推進事 

  業として修繕計画の策定から、予算の確保、工事の発注までを一元的に行う体制への 

  移行を検討します。 

なお、本区が所有する公共施設等を、区民が安全で快適に、長期にわたり利用でき 

  るようにするため、公共施設等の維持、保全及び適正化について検討する「公共施設 

等の維持・保全・適正化検討プロジェクトチーム」を、平成 25（2013）年度から設置 

しています。 

本計画のフォローアップについては、このプロジェクトチームを活用することとし 

ます。 

 

 



 

 

  



 

花の心 たいとう宣言 
 

 

 

台東区は古くから  

花に親しむ心が受け継がれ 

今なお 人々の暮らしの中で息づいています 

 

花は 人の心を豊かにし 

安らぎとゆとり 希望と勇気を 

もたらします 

 

全ての区民が 花を慈しむ心と 

おもてなしの心を育み 

心豊かで うるおいのあるまちを目指すことを願い 

ここに 花の心 たいとう宣言をします 

 
（平成二十八年四月一日 告示 第二百二十号） 
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